
日本赤十字社の災害救護活動について

～東海地震対応計画を中心として～

構成員提出資料－⑦



1

１．日本赤十字社の災害救護体制

基本法・規則

防災業務計画

救護活動計画

人材育成・
資機材整備等

・ジュネーブ諸条約

・赤十字国際会議の決議

・日本赤十字社法

・日本赤十字社定款

・日本赤十字社救護規則

・災害救助法

・災害対策基本法

・防災基本計画

・大規模地震対策特別措置法

日本赤十字社防災業務計画

・こころのケア活動の取り組み
・移動式仮設診療所（ｄＥＲＵ）の運用
・防災ボランティア活動の推進

東海地震
対応計画

首都直下地震
対応計画

東南海・南海地震
対応計画

大規模地震を想定した救護訓練・資機材の整備等
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（日本赤十字社救護規則）

２．国内救護活動の範囲

（１）医療救護

（２）救援物資の備蓄と配分

（３）災害時の血液製剤の供給

（４）義援金の受付と配分

（５）その他災害救護に必要な業務
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（１）医療救護

災害時に救護班を派遣し、一人でも多くの人命を救助

するとともに、被災地の医療機関の機能が回復するま

での空白を埋める役割を果たす。

また、避難所等への巡回診療を行うこともある。

①医療

②助産

③死体の処理
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（２）救援物資の備蓄と配分

全国統一の仕様により整備した救援

物資（毛布、緊急セット等）や、各都道

府県支部で独自に整備した救援物資

を、被災者のニーズに応じて速やかに

配分している。

〔 毛 布 〕 〔 緊急セット 〕 〔 安眠セット 〕
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（３）その他災害救護に必要な業務

○赤十字奉仕団をはじめとする防災

ボランティアによる活動

・情報収集

・非常食炊き出し

・救援物資の輸送、配分

・被災者のニーズに応じた活動

など

○被災者への心的支援としての

「こころのケア」活動
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秋田県南西部・
山形県西北部
1983年Ｍ7.7

３．大規模地震が予想された地域（1978年中央防災会議より）

伊予灘及び
日向灘周辺
2001年Ｍ6.7

長野県西部・
岐阜県東部
1984年Ｍ6.8

新潟県南西部
及び長野県北部

1964年Ｍ7.5
2004年Ｍ6.8

名古屋・京都・大阪・神戸地区
1995年Ｍ7.2

宮城県東部・
福島県東部
1978年Ｍ7.4
2003年Ｍ7.1
2005年Ｍ7.2
2008年Ｍ7.2

10カ所のうち
８カ所ではすでに
地震が起こっている

島根県東部
2000年Ｍ7.3

北海道東部
1973年Ｍ7.4
1993年Ｍ7.8
1994年Ｍ8.1
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●切 迫 性 （30年後までの発生確率）

87％ 首都直下地震 70％

東南海・南海地震 50～70％

４．東海地震の規模・被害想定

●予知型地震 ～予め注意（予知）情報が発表される～

●被害想定 死者2,000人強、重傷者4,000人

８都県173市町村

被害は静岡県に集中

●地震規模 最大震度７ （マグニチュード8.0）
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（１）全国の支部・施設の救護力を結集

（２）初動対応の強化及び中期以降の対応の柔軟性保持

（３）静岡県を重点とする対応

（４）ロジスティクス支援、備蓄等の実施

全社をあげて、迅速・組織的な救護活動を

５．東海地震対応計画の基本的な考え方

中・長期間にわたり実施する
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６．東海地震対応計画における支援計画（概要）

項 目 支援計画内容

被災地支部支援のための
職員派遣

第１次及び第２次（各１週間）支援要員として
各々110名の職員を派遣

被災地内病院の支援のた
めの職員派遣

第１次（５日間）及び第２次（１週間）支援要員とし
て、医師258名、看護師970名、事務職員311名
計1,539名を派遣

救護班の派遣
第１次救護班（５日間）、第２次救護班（１週間）と
して各々90個班を派遣

広域後方医療
ＤＭＡＴと協働する救護班を派遣し、広域後方医療施
設への傷病者搬送を実施

ロジスティクス支援
第２ブロック及び第４ブロックが発災後４日から１週
間までのロジスティクス支援を実施

防災ボランティア活動 ブロック単位で支援地域を分担、支部単位の派遣
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第１次救護班の行動要領

○第１、５、６ブロック救護班は、警戒宣言発令後、前進拠点ヘ
移動して待機

○第１次救護班は、東海地震発生後、被災地へ移動

第１ブロック
救護班 第１ブロック

救護班

第５ブロック
救護班

第６ブロック
救護班

前

前

前
前

前

第４ブロック
救護班

第２ブロック
救護班
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救護班派遣 長野県へ
４個班

静 岡 県 へ

5
0

個 班+dERU 1
0

個 班

三重県へ
２個班+dERU１個班

神奈川県へ
２個班

愛知県へ
２個班+ dERU １個班

山梨県へ
６個班

※救護班の運用計画
第１次救護班･･･５日、90個班
第２次救護班･･･１週間、90個班

※ dＥＲＵ１個班＝救護班２個班
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ロジスティクス支援

・静岡県（賀茂郡、東部、
中部）、山梨県全域の
支部、施設等

・静岡県（西部）、愛知県
（岡崎地区）、長野県（伊那

地区）の支部、施設等

支部の備蓄確保

○飲料水

○食料 ３日分
○燃料
○簡易トイレ等

支援担当ブロック
第２ブロック支援担当ブロック

第４ブロック

支援ﾌﾞﾛｯｸ→被災地支部と連携し、ﾌﾞﾛｯｸ代表支部を
中心に支援計画を策定

○飲料水

○食料 発災後４日から１週間まで
○医療資器材及び医薬品
○生活必需品等

第２・第４ブロック代表支部を経由し、本社への調達要請
○ 物資等の調達に関する協定締結事業者との調整
○物資等の輸送に関する協定締結事業者との調整
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●国のＤＭＡＴ体制が運用開始

近年、国が主導して制度化された日本ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の

発足により、多くの医療機関がＤＭＡＴを中心とする災害医療に参加。

７．今後の災害救護活動における課題

●災害直後の超急性期医療のレベルアップ

ＤＭＡＴは発災から４８時間以内の超急性期に限定された活動。

日赤の災害救護は避難所での医療活動や巡回診療など発災後しばらく

経ってからの段階に比重が置かれており、超急性期における備えが十分

とはいえない。

●日本赤十字社の救護財産を生かした連携

日赤には豊富な救護経験や赤十字ﾈｯﾄﾜｰｸ（本社・支部・病院・血液ｾﾝﾀｰ､

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）、救護車両等をはじめとする救護装備など、数多くの財産がある
が、活動主体は職員が中心。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや他団体との連携も必要。
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[護衛艦「ひゅうが」での船上救護所訓練］ [陸上自衛隊ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰCH47との合同訓練］

大規模地震を想定したブロック合同救護訓練
（平成２２年９月３日 沖縄県北谷町）


